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「多様な食文化に対応した飲食店の受入環境整備事業」公募仕様書 

 

１ 目的 

  本業務は、以下に示す業務を実施することにより、多様な食文化を有する外国人旅行者に対応できる

県内の飲食店・宿泊施設の充実を図り、本県を訪れ、県内各地を周遊する旅行者の満足度を一層向上さ

せることを目的とする。 

２ 業務名 

  多様な食文化に対応した飲食店の受入環境整備事業 

３ 委託期間 

契約日～令和８年３月３１日 

 

４ 業務内容 

（１）食の多様性を普及・啓発するためのセミナー等の開催（４回） 

ヴィーガン・ムスリム等の食の多様性を普及・啓発するためのセミナー等を実施すること。また、

最低１回は、ヴィーガン・ムスリム等に対応した福岡ならではのメニューを参加者全員が試食でき

る機会を設けること。なお、参加者が即実践できる様、レシピや食材の仕入先等を公開すること。 

■実施内容  

・開催日程：７～９月中を想定（４回）※４回とも異なる内容とすること。 

・参加対象：県内の飲食店、宿泊施設、観光関連施設、食品関連卸売、食品製造業等 

・参加者数：各回１００名程度 

・開催場所：参加者にとって利便性のよい会場での開催とすること（博多、天神を想定） 

       ※試食を実施する会場は、飲食の提供にふさわしい会場とすること。 

・開催方法：リアル及びオンラインのハイブリッド開催 

※セミナーの内容は撮影を行い、後日、動画のアーカイブ配信も行うこと。 

■参加者募集方法 

・食の多様性を普及・啓発する福岡県のロゴマークを活用して募集チラシを作成すること（ロゴマーク 

は県から提供）。 

・Web サイトや Instagram 等の SNS 情報発信やチラシの配付等を通じて、飲食店や宿泊施設等へ幅広く

周知すること。  

■運営業務  

・セミナー資料及びアンケート、セミナー時の事務局運営マニュアルを作成すること。本事業で使用す 

る資料の内容は、事前に県と協議の上、決定すること。 

・各回の参加者の募集・取りまとめや当日の受付、アンケート集計等のセミナー開催に係る一切の事務 

局運営業務を行うこと。 

  

（セミナー等のテーマ例） 

・ヴィーガン・ムスリム等の基礎知識、食の多様性に対応したメニュー開発のポイント 

・食の多様性に対応したメニュー試食会やワークショップ 

・福岡県内で食の多様性に対応している事業者の事例紹介や視察 

・食の多様性に対応したヴィーガン・ムスリム対応食材情報の提供・仕入先マッチング 
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・ターゲットに届く SNS情報発信、多言語対応の強化 等 

 

（試食メニュー例（令和 6年度提供実績（ムスリム・ヴィーガン対応メニュー全 7品）） 

・博多ラーメン★〇 ・ひとくち餃子★〇 ・もつ鍋★ ・水炊き★ 

・うな重★〇 ・明太子クリームパスタ★ ・八女茶のチーズケーキ★〇 

★…ムスリム 〇…ヴィーガン 

 

（２）業界団体向けの意識啓発のための勉強会の開催（２団体各１回） 

   飲食店経営層や総料理長等が参加する関係団体の総会等に食の多様性に関する専門家を派遣し、 

食の多様性対応への意識啓発を図る勉強会を実施すること。実施方法は専門家とファシリテーター

等によるトークセッション等を想定。内容は団体の性質に応じて柔軟に構成すること。 

■実施内容  

・開催日程：６～８月中を想定（２団体各１回） 

・開催場所：県と協議のうえ決定した関係団体の総会等（福岡市内を想定） 

・開催方法：リアル及びオンラインのハイブリッド開催 

※勉強会の内容は撮影を行い、後日、動画のアーカイブ配信も行うこと。 

■運営業務  

・勉強会資料及びアンケート、勉強会時の事務局運営マニュアルを作成すること。本事業で使用する資料

の内容は、事前に県と協議の上、決定すること。 

・関係団体との連絡調整、アンケート集計等の勉強会開催に係る一切の事務局運営業務を行うこと。 

 

（３）メニュー開発・提供開始に向けた個別支援の実施 

・（１）のセミナー及び（２）の勉強会参加者のうち、食の多様性対応に意欲的な事業者を対象に、個

別にアドバイザーを派遣し、食の多様性に対応したメニューの開発と、開発メニューの提供開始に向

けた伴走支援（SNSや Webサイトでの情報発信に係る支援を含む）を行うこと。なお、支援にあたっ

ては、福岡ならではのメニューや県産食材の活用を意識した支援とすること。 

（20事業者程度×アドバイザー派遣各３回程度） 

・令和 7年度中に 20事業者がメニュー提供開始することを目標とし、各事業者の特性、組織体制、要

望を考慮した柔軟な支援（スケジュール調整含む）を行うこと。また、アドバイザー派遣（１事業者

につき３回程度）に加えて、適宜、メール・電話等による相談にも応じること。 

・１回目の支援後、事業者ごとにメニュー開発支援計画を作成し、県へ提出すること。 

■支援内容  

・期間：（１）のセミナー及び（２）の勉強会後～２月末日までを想定 

※（４）の取組を周知し、開催時期を意識した支援を行うこと。 

・対象：県内の飲食店、宿泊施設、観光関連施設、食品関連卸売、食品製造業等 

  ※（１）のセミナー及び（２）の勉強会参加者に限る 

・メニュー提供開始事業者（目標）：20事業者程度 

■支援対象事業者の選定方法 

・募集方法：メニュー開発支援申込書を作成し、（１）のセミナー及び（２）の勉強会参加者を対象に 

募集を行うこと。申込者に対し、開発希望メニューなど具体的な支援希望内容をヒアリ 

ングすること。 



3 

 

・募集期間：（１）のセミナー及び（２）の勉強会後、２週間程度を想定 

※支援決定事業者が 20者を下回った場合、募集期間を延長 

・支援決定：県と受託者が協議の上、決定（委託事業者から通知） 

■運営業務  

・支援対象事業者とのスケジュール調整等、個別支援に係る事務局運営業務を行うこと。 

・支援終了後、支援対象事業者に対してアンケートを実施し、結果をとりまとめて県に報告すること。 

アンケートの内容は、事前に県と協議の上、決定すること。 

  

（支援内容例） 

・福岡県産食材や各事業者の福岡ならではの既存メニューを生かしたレシピ開発支援 

・食材、調味料などの仕入先開拓支援 

・多言語メニュー、ヴィーガン・ムスリム対応ポリシー作成支援 

・SNSや Webサイトでの情報発信支援（GoogleMap、ヴィーガン・ムスリム向けレストラン検索サイト等 

への登録支援） 等 

 

（４）開発メニューの試食・テスト販売機会の提供 

（３）の支援対象事業者が開発した開発メニューの客観的な感想やニーズを把握し、実店舗での提供に

生かすため、試食やテスト販売の機会を提供すること。 

■実施内容 

・対象者：原則として、（３）の全支援事業者 

・実施時期：メニュー開発後～２月を想定 

■周知方法 

・必要に応じて（１）と同様にロゴマークを活用し、チラシを制作すること。 

・必要に応じて Web サイトや Instagram 等の SNS やチラシ配付など、イベント等の対象者に応じた効果

的な手法で、幅広く周知すること。 

■運営業務 

・イベント内容に応じて必要となる諸手続きや、イベント実施において必要な人員、設備など運営体制 

の確保、関係事業者との調整、精算などイベント運営に係る一切の事務局運営業務を行うこと。 

・試食者等に対してアンケートを実施し、結果をとりまとめて、県に報告すること。アンケートの内容 

は、事前に県と協議の上、決定すること。 

 

（想定される試食等の機会の例） 

・福岡在住のヴィーガンやムスリムを対象としたモニター試食会 

・自治体等が主催する観光振興・農林水産振興イベント、民間のフードマルシェやフードフェスティ 

バルにおける試食・テスト販売 

※イベント等への出展を行う場合で固定出店料や水道光熱費等が必要となる際は、受託者が費用を負担す

ること。ただし、変動出店料(売上歩合等)や食材等の提供メニューに係る直接的な経費は、(３)の支援

対象事業者が負担。 

 

（５）報告業務 

①定期報告 
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・（１）の業務に関して、セミナー実施前に、県にセミナー内容等を協議するとともに、申込状況や進捗 

状況、実施結果等を報告すること。 

・（２）の業務に関して、勉強会実施前に、県に勉強会内容等を協議するとともに、実施結果等を報告す

ること。 

 ・（３）の業務に関して、派遣するアドバイザーの選定理由や個別支援の内容、進捗状況を、県に協議・ 

報告すること。 

・（４）の業務に関して、試食機会の提供前に、県に実施内容等を協議するとともに、進捗状況や実施結

果等を報告すること。 

・本事業全体の進捗状況を、毎月１回以上、県に報告すること。 

・適宜、県と協議（対面を主とする）して、議事録を作成し県に報告すること。 

②実績報告 

委託業務完了の日から起算して１０日を経過した日又は令和８年３月３１日のいずれか早い日までに、 

事業実績報告書（様式任意）を提出して検査を受けること。 

・委託業務の実施内容 

・委託業務の成果 

・委託業務収支決算（計算）書 

・委託業務にかかる支出の費目別内訳 

・その他、事業実施の説明に必要と考えられる資料 

・委託業務の実施により生じた成果物を目録化し、事業実績報告書とともに提出すること。 

 

（６）業務実施体制の確立 

業務を円滑かつ継続的に実施するための体制を確立すること。また、県からの申し入れ事項には、 

迅速かつ柔軟に対応すること。 

 

５ 企画提案を求める事項 

  以下の項目について企画提案書を作成すること。 

  ・作成にあたっては、別添「企画提案公募要領」を参照のうえ提出すること。 

 ・提案にあたっては、統計情報や各種レポート、自社の業務実績など、できる限り客観的なデータを

用いた説明に努めること。 

 

（１）業務実施体制・スケジュール 

・本事業への取組体制(人員・経験等)について、明確に説明すること。 

・業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、企画提案書に再委託の相手方の住

所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託予定金額等について記載すること。なお、提案書に基づ

き、そのまま再委託を了承するものではない。 

  ・個人情報保護に関する取組（個人情報の管理方法、プライバシーマーク取得状況等） 

・本事業への取組に関する作業工程、作業フローについて、図表等を用いてわかりやすく明示するこ

と。 

 

（２）食の多様性を普及・啓発するためのセミナー等の開催 

・想定するテーマや開催日程、会場、参加者数など具体的な実施内容 
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・起用を想定している講師や試食会料理人の経歴や食の多様性に関する知見、選定理由 

・試食メニュー（６品程度） 

・事業の具体的な周知方法・周知先、アンケートの実施方法 

 

（３）メニュー開発・提供開始に向けた個別支援の実施  

・個別支援（申込～メニュー提供開始まで）のスケジュールや具体的な実施内容 

・起用するアドバイザーの経歴や食の多様性に関する知見、選定理由 

・支援対象事業者の募集のための具体的な周知方法、アンケートの実施方法 

 

（４）開発メニューの試食・テスト販売機会の提供 

 ・想定する試食イベントや開催場所、対象者数など具体的な実施内容 

・事業の具体的な周知方法及び周知先 

 ・想定するヴィーガン・ムスリムのモニター詳細（略歴、フォロワー数等） 

※モニター試食会の開催を想定する場合 

 

（５）独自提案事項  

・業務を実施するにあたり、提案者が上記以外の事柄で、ヴィーガン・ムスリム対応の取組みの拡大に

必要又は効果的と考える事柄があれば提案すること。また、独自提案であることが分かるよう、企画

提案書にその旨を明記すること。 

 

６ 履行期限 

令和８年３月３１日 

 

７ その他 

（１）秘密の保持 

受託者は、本業務を履行する上で知り得た情報を機密事項として扱い、目的外の利用、第３者に開 

示又は漏えいしてはならない。 

（２）個人情報の保護 

受託者は、本事業を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護条例（平成 16年 12月 

27日福岡県条例第 57号）を遵守しなければならない 

（３）再委託の禁止 

原則、第三者への再委託を禁止する。ただし、事前に文書により福岡県と協議し、承認を得た場合 

は、第三者に委託をすることができる。 

（４）その他 

本委託事業に関する詳細な仕様および本仕様書に明示なき事項又は業務上疑義が生じる場合は、両 

者協議により業務を進めるものとする。 


